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公益社団法人安城市シルバー人材センター就業基準 

 
（目 的）  

第１条 この基準は、公益社団法人安城市シルバー人材センター会員就業規約第

２条の規定に基づき、就業の公平と適正及び未就業会員の就業機会の確保を目

的とする。  

（就業基準）  

第２条 就業基準は、原則として次の各号のとおりとする。  

（１）同一職種、同一就業場所における就業は５年以内とする。ただし、専門性を  

有する業務（剪定、草刈、襖班等）、交代する会員を確保できない業務等、や  

むを得ない事情がある業務ついてはこの限りでない。  

（２）５年の就業期間を超えた場合（前号ただし書きに規定する業務に就業してい  

る場合を除く。）、２年以内に就業場所を変更しなければならない。  

（１）  １ヶ月の就業日数は、概ね１０日以内とする。ただし、短時間の就業や短  

期間に集中する業務に係る就業に関してはこの限りでない。  

（４）１日の就業時間は８時間以内とする。  

（５）この基準にかかわらず、就業が不適当と認められる会員は、就業期間中にお  

いても交代させることができる。  

（会員の遵守義務）  

第３条 第３条 会員は、就業規約及び就業基準を遵守し、誠実な履行及び仕事の

完成に努めなければならない。  

（公平な就業）  

第４条 事務局は、会員の健康状態、希望職種、労働意欲を把握し、就業の公平及

び就業機会の確保に努めるものとする。  

（委任）  

第５条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、理事会において決定する。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 公 益

社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法

律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 １ ０ ６ 条 第 １ 項 に 定 め る 公 益 法 人 の 設 立 の

登 記 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ４ 年 ９ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  


